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 第三章 男女共同参画審議会（第二十
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 附則 

  男女平等は、法の下の平等として日本国憲

法に保障され、各種の法律や制度にも位置付け

られている。しかし、いまだ、性別に基づく差別

や偏見、あるいは男女 の役割に対する固定的

な考え方に基づく行動が見られ、また、社会にお

ける制度や慣行にも、性別による偏りが多く残さ

れており、職域、学校、地域、家庭その 他の社

会のあらゆる分野の活動における男女の参画

には大きな格差がある。 

  また、我が国は、少子高齢化、経済活動の成

熟化と国際化、情報通信の高度化等の急速な

進展により、社会経済において大きな変革期を

迎えている。こうした社 会経済情勢の変化に対

応し、将来にわたって豊かで安心できる社会を

築くためには、多様化と個性化を重視した新た

な価値の創造に向けた男女共同参画の促進が 

緊要な課題となっている。 

  このような現状にかんがみ、個人の人権が尊
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重され、かつ、男女が社会的文化的に形成され

た性差にとらわれず、その個性と能力を発揮す

る機会が確保されるよ う、社会のあらゆる分野

において男女共同参画の促進を図っていく必要

がある。そのため、国及び地方公共団体はもと

より、企業、学校、地域社会、家庭等が相 互に

協力しながら、それぞれの役割を積極的に果た

していくことが必要である。 

  ここに、男女共同参画の促進の基本理念を

明らかにしてその方向を示し、男女共同参画の

促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するため、この法律を制定する。 

第一章 総則 

 （目的） 

第一条  この法律は、男女共同参画の

促進に関し、基本理念を定め、並びに

国、地方公共団体及び国民の責務を明

らかにするとともに、男女共同参画の促

進に関する施策 の基本となる事項を定

めることにより、男女共同参画の促進に

関する施策を総合的かつ計画的に推進

し、もって男女の人権が尊重され、かつ、

男女が、社会的文 化的に形成された性

差にとらわれず、個人としてその個性と

能力を発揮する機会が十分に保障され

る社会を形成することを目的とする。 

 （定義） 

第二条 この法律において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

  

  

  

  

第一章 総則 

 （目的） 

第一条  この法律は、男女の人権が尊

重され、かつ、社会経済情勢の変化に対

応できる豊かで活力ある社会を実現する

ことの緊要性にかんがみ、男女共同参画

社会の形成 に関し、基本理念を定め、

並びに国、地方公共団体及び国民の責

務を明らかにするとともに、男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策の基

本となる事項を定 めることにより、男女

共同参画社会の形成を総合的かつ計画

的に推進することを目的とする。 

 

 （定義） 

第二条 この法律において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

一  男女共同参画社会の形成  

男女が、社会の対等な構成員とし

て、自らの意思によって社会のあ

らゆる分野における活動に参画

する機会が確保され、もって男女

が均等に政治的、経済的、社会



一  男女共同参画   男女が均

等に政治的、経済的、社会的及

び文化的利益を享受することがで

き、かつ、共に責任を担うべき社

会を形成するために、男女が、社

会のあらゆる分野における活動

に、社会の対等な構成員として、

自らの意思によって参画すること

をいう。 

二  積極的是正措置   男女共

同参画の 機会に係る男女間の

格差を 是正 するため必要な範

囲内において、男女のいずれか

一方に対し、当該機会を積極的

に提供することをいう。 

 （ 人権の確立 ） 

第三条  男女共同参画の促進 は、男

女の個人としての尊厳が重んぜられるこ

と、男女が性別による差別的取扱い （直

接的には性別による差別的取扱いをす

るものではないが、その結果として、男女

のいずれか一方に対し差別的効果をも

たらすこととなる取扱いを含む。第十七

条において同じ。） を受けないこと、男女

が個人として その個性と能力 を発揮す

る機会が確保されることその他の男女の

人権が 確立 されることを旨として、行

われなければならない。 

２ 男女共同参画の促進に当たっては、

女性に対する暴力の根絶が女性の人権

の確立に欠くことのできないものであるこ

とにかんがみ、性犯罪、売買春、夫から

的及び文化的利益を享受するこ

とができ、かつ、共に責任を担う

べき社会を形成することをいう。 

二  積極的改善措置   前号に

規定する 機会に係る男女間の格

差を 改善 するため必要な範囲

内において、男女のいずれか一

方に対し、当該機会を積極的に

提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第三条  男女共同参画社会の形成 

は、男女の個人としての尊厳が重んぜら

れること、男女が性別による差別的取扱

いを受けないこと、男女が個人として 能

力 を発揮する機会が確保されることそ

の他の男女の人権が 尊重 されることを

旨として、行われなければならない。 

 

  

  

  

  

 

（ 社会における制度又は慣行についての配

慮 ） 

第四条  男女共同参画社会の形成に当

たっては、 社会における制度又は慣行

が、性別による固定的な役割分担等を反



の暴力その他あらゆる形態の女性に対

する暴力の根絶に向けて積極的な取組

がなされなければならない。 

（ 男女共同参画の促進に向けた社会意識の形

成等 ） 

第四条  男女共同参画の促進は、性別

による固定的な役割分担の意識が男女

共同参画の促進を阻害する要因となって

いることにかんがみ、男女が、社会的文

化的に形成された性差にとらわれず、個

人としてその個性と能力を発揮すべきも

のであるとの社会意識を形成することを

旨とし、及び 社会における制度又は慣

行が、性別による固定的な役割分担等を

反映して、男女の社会における活動の選

択に対して中立でない影響を及ぼすこと

により、 男女共同参画の促進 を阻害す

る要因となるおそれがあることにかんが

み、社会における制度又は慣行が男女

の社会における活動の選択に対して及

ぼす影響をできる限り 中立なものとする

ことを旨として、行われなければならな

い。 

 （政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条  男女共同参画の促進 は、男

女が、社会の対等な構成員として、国若

しくは地方公共団体における政策又は民

間の団体における方針の立案及び決定

に共同して参画する機会が確保されるこ

と （必要に応じ、積極的是正措置が講じ

られることを含む。） を旨として、行われ

なければならない。 

映して、男女の社会における活動の選択

に対して中立でない影響を及ぼすことに

より、 男女共同参画社会の形成 を阻害

する要因となるおそれがあることにかん

がみ、社会における制度又は慣行が男

女の社会における活動の選択に対して

及ぼす影響をできる限り 中立なものとす

るように配慮されなければならない。 

  

  

 

 （政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条  男女共同参画社会の形成 

は、男女が、社会の対等な構成員とし

て、国若しくは地方公共団体における政

策又は民間の団体における方針の立案

及び決定に共同して参画する機会が確

保されることを旨として、行われなければ

ならない。 

 

 （家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条  男女共同参画社会の形成 

は、家族を 構成する男女 が、相互の協

力と社会の支援の下に、子の養育、家族

の介護その他の家庭生活における活動

について家族の一員としての役割を円滑

に果たし、かつ、当該活動以外の活動を

行うことができるようにすることを旨とし



 （家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条  男女共同参画の促進 は、家

族を 構成する者 が、相互の協力と社会

の支援の下に、子の養育、家族の介護

その他の家庭生活における活動につい

て家族の一員としての役割を円滑に果た

し、かつ、当該活動以外の活動を行うこ

とができるようにすることを旨として、行

われなければならない。 

 

 （ 条約等の尊重と国際協力の積極的推進 ） 

第七条  男女共同参画の促進は、男女

共同参画の促進に関して我が国が締結

した条約その他の国際約束が尊重され

ること及び国際協力が積極的に推進され

ることを旨として、行われなければならな

い。 

 （国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定

める 男女共同参画の促進 についての

基本理念（以下「基本理念」という。）にの

っとり、 男女共同参画 の促進に関する

施策（ 積極的是正措置 を含む。以下同

じ。）を総合的に策定し、及び実施する責

務を有する。 

 （地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念に

のっとり、 男女共同参画 の促進に関

し、国の施策に準じた施策及びその他の

て、行われなければならない。 

 

 （ 国際的協調 ） 

第七条  男女共同参画社会の形成の

促進が国際社会における取組と密接な

関係を有していることにかんがみ、男女

共同参画社会の形成は、国際的協調の

下に行われなければならない。 

 （国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定

める 男女共同参画社会の形成 につい

ての基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、 男女共同参画社会の形成 

の促進に関する施策（ 積極的改善措置 

を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、

及び実施する責務を有する。 

 （地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念に

のっとり、 男女共同参画社会の形成 の

促進に関し、国の施策に準じた施策及び

その他のその地方公共団体の区域の特

性に応じた施策を策定し、及び実施する

責務を有する。 

 （国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家

庭その他の社会のあらゆる分野におい

て、基本理念にのっとり、 男女共同参画

社会の形成 に寄与するように努めなけ



その地方公共団体の区域の特性に応じ

た施策を策定し、及び実施する責務を有

する。 

 

 （国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家

庭その他の社会のあらゆる分野におい

て、基本理念にのっとり、 男女共同参画

の促進 に寄与するように努めなければ

ならない。 

 （法制上の措置等） 

第十一条  国及び地方公共団体は、男

女共同参画 の促進に関する施策を実施

するため 、必要な法律、条例等の制定

若しくは改廃又は必要な財政上の措置 

その他の措置を講じなければならない。 

２ 国は、地方公共団体が男女共同参画

の促進に関する施策を実施するための

費用について、必要な財政上の措置そ

の他の措置を講ずるように努めるものと

する。 

 

 （年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、 男女

共同参画の促進 の状況及び政府が講

じた 男女共同参画 の促進に関する施

策についての報告を提出しなければなら

ない。 

ればならない。 

 （法制上の措置等） 

第十一条  政府は、男女共同参画社会

の形成 の促進に関する施策を実施する

ため 必要な法制上又は財政上の措置 

その他の措置を講じなければならない。 

  

  

  

 

 （年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、 男女

共同参画社会の形成 の状況及び政府

が講じた 男女共同参画社会の形成 の

促進に関する施策についての報告を提

出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る 男

女共同参画社会の形成 の状況を考慮し

て講じようとする 男女共同参画社会の

形成 の促進に関する施策を明らかにし

た文書を作成し、これを国会に提出しな

ければならない。 

 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関

する基本的施策 



２ 政府は、毎年、前項の報告に係る 男

女共同参画の促進 の状況を考慮して講

じようとする 男女共同参画 の促進に関

する施策を明らかにした文書を作成し、

これを国会に提出しなければならない。 

 

 

第二章  男女共同参画 の促進に関する基本

的施策 

 

 （男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、 男女共同参画 の

促進に関する施策の総合的かつ計画的

な推進を図るため、 男女共同参画 の

促進に関する基本的な計画（以下「男女

共同参画基本計画」という。）を定めなけ

ればならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げ

る事項について定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女

共同参画の促進に関する次に掲げる施

策 

イ 雇用の分野における男女の

均等な機会及び待遇の確保のた

めの施策 

ロ 男女の家庭生活と職業生活

等との両立の支援のための施策 

ハ 政策等の立案及び決定への

 （男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、 男女共同参画社会

の形成 の促進に関する施策の総合的

かつ計画的な推進を図るため、 男女共

同参画社会の形成 の促進に関する基

本的な計画（以下「男女共同参画基本計

画」という。）を定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げ

る事項について定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女

共同参画社会の形成の促進に関する施

策の大綱 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



男女共同参画の促進のための施

策 

ニ 男女平等を推進する教育及

び学習機会の充実のための施策

ホ 男女共同参画の視点に立っ

た税制、社会保障制度及び婚姻

その他の家族制度に関する法制

の見直し等社会における制度又

は慣行の改善のための施策 

ヘ 社会経済活動その他の活動

における性別による差別の撤廃

のための施策 

ト 女性に対する暴力の根絶のた

めの施策 

チ 妊娠又は出産に係る選択の

自由等性と生殖に関する女性の

自己決定の尊重及び生理、妊

娠、出産等の女性に固有の身体

的機能の保護等生涯を通じた女

性の健康の支援のための施策 

リ その他男女共同参画の促進

のための施策 

 

二  男女共同参画 の促進に関する施

策を総合的かつ計画的に推進するため

に必要な事項 

 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画審議

  

  

  

  

  

 

二  前号に掲げるもののほか、男女共

同参画社会の形成 の促進に関する施

策を総合的かつ計画的に推進するため

に必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画審議

会の意見を聴いて、男女共同参画基本

計画の案を作成し、閣議の決定を求めな

ければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による

閣議の決定があったときは、遅滞なく、男

女共同参画基本計画を 公表 しなけれ

ばならない。 

 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本

計画の変更について準用する。 

 （都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画

基本計画を勘案して、当該都道府県の

区域における 男女共同参画社会の形

成 の促進に関する施策についての基本



会の意見を聴いて、男女共同参画基本

計画の案を作成し、閣議の決定を求めな

ければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による

閣議の決定があったときは、遅滞なく、男

女共同参画基本計画を 国会に報告する

とともに、これを公表 しなければならな

い。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本

計画の変更について準用する。 

 （都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画

基本計画を勘案して、当該都道府県の

区域における 男女共同参画 の促進に

関する施策についての基本的な計画（以

下「都道府県男女共同参画計画」とい

う。）を定めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に

掲げる事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的か

つ長期的に講ずべき 男女共同参画 の

促進に関する施策の大綱 

 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県

の区域における 男女共同参画 の促進

に関する施策を総合的かつ計画的に推

進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及

的な計画（以下「都道府県男女共同参画

計画」という。）を定めなければならない。

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に

掲げる事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的か

つ長期的に講ずべき 男女共同参画社

会の形成 の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県

の区域における 男女共同参画社会の

形成 の促進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及

び都道府県男女共同参画計画を勘案し

て、当該市町村の区域における 男女共

同参画社会の形成 の促進に関する施

策についての基本的な計画（以下「市町

村男女共同参画計画」という。）を定める

ように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男

女共同参画計画又は市町村男女共同参

画計画を定め、又は変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。 

 （施策の策定等に当たっての 配慮 ） 

第十五条 国及び地方公共団体は、 男

女共同参画社会の形成 に影響を及ぼ

すと認められる施策を策定し、及び実施

するに当たっては、 男女共同参画社会

の形成に配慮しなければならない。 



び都道府県男女共同参画計画を勘案し

て、当該市町村の区域における 男女共

同参画 の促進に関する施策についての

基本的な計画（以下「市町村男女共同参

画計画」という。）を定めるように努めなけ

ればならない。 

 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男

女共同参画計画又は市町村男女共同参

画計画を定め、又は変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。 

 （施策の策定等に当たっての 基本理念の反

映 ） 

第十五条 国及び地方公共団体は、 男

女共同参画の促進 に影響を及ぼすと認

められる施策を策定し、及び実施するに

当たっては、 基本理念を反映するように

努めなければならない。 

 （ 基本理念 の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は 、教

育活動 、広報活動等を通じて、 家庭、

地域、学校、職域その他の社会のあらゆ

る分野において、基本理念に関する理解

が深まる よう適切な措置を講じなけれ

ばならない。 

 （ 苦情の処理等のための体制の整備 ） 

第十七条 国は、政府が実施する 男女

共同参画 の促進に関する施策又は 男

女共同参画の促進 に影響を及ぼすと認

 （ 国民 の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広

報活動等を通じて、 基本理念に関する

国民の理解を深める よう適切な措置を

講じなければならない。 

 

 （ 苦情の処理等 ） 

第十七条 国は、政府が実施する 男女

共同参画社会の形成 の促進に関する

施策又は 男女共同参画社会の形成 に

影響を及ぼすと認められる施策について

の 苦情の処理のために必要な措置及

び性別による差別的取扱いその他の男

女共同参画社会の形成を阻害する要因

によって人権が侵害された場合における

被害者の救済を図るために 必要な措置

を講じなければならない。 

 

 （ 調査研究 ） 

第十八条 国は、 社会における制度又

は慣行が男女共同参画社会の形成 に

及ぼす影響に関する調査研究その他の 

男女共同参画社会の形成 の促進に関

する施策の策定に必要な調査研究を 推

進する ように努めるものとする。 

 

 （ 国際的協調のための措置 ） 

第十九条 国は、 男女共同参画社会の



められる施策についての 苦情の処理及

び性別による差別的取扱いその他の男

女共同参画の促進を阻害する要因によ

って人権が侵害された場合における被害

者の救済を適切かつ迅速に行うため、当

該苦情の処理及び当該救済のための組

織及び運営体制についての法制の整備

その他の 必要な措置を講じなければな

らない。 

 （ 調査研究の推進等 ） 

第十八条 国は、 国の施策又は社会に

おける制度若しくは慣行が男女共同参画

の促進 に及ぼす影響に関する調査研

究その他の 男女共同参画 の促進に関

する施策の策定に必要な調査研究を 推

進し、その成果を当該施策に適切に反映

する ように努めるものとする。 

 （条約等の誠実な履行と国際協力の推進のた

めの措置 ） 

第十九条 国は、 男女共同参画 を国

際的協調の下に促進するため、 女子に

対するあらゆる形態の差別の撤廃に関

する条約その他男女共同参画の促進に

関して我が国が締結した条約その他の

国際約束を誠実に履行するために必要

な 措置を講ずるとともに、外国政府又は

国際機関との情報の交換、国際機関へ

の人員の派遣、国際会議への参加、開

発途上にある海外の地域に対する支援

等男女共 同参画の促進に関する国際

協力 の円滑な推進を図るために必要な

措置を 講ずる ものとする。 

形成 を国際的協調の下に促進するた

め、 外国政府又は国際機関との情報の

交換その他男女共同参画社会の形成に

関する国際的な相互協力 の円滑な推進

を図るために必要な措置を 講ずるよう

に努める ものとする。 

  

  

  

 （地方公共団体及び民間の団体に対する支

援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施

する 男女共同参画社会の形成 の促進

に関する施策及び民間の団体が 男女

共同参画社会の形成の促進に関して行

う活動 を支援するため、情報の提供そ

の他の必要な措置を講ずるように努める

ものとする。 

 

 

第三章 男女共同参画審議会 

 （男女共同参画審議会） 

第二十一条 総理府に、男女共同参画

審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、次に掲げる事務をつかさ

どる。 

一 男女共同参画基本計画に関



 

 （地方公共団体及び民間の団体に対する支

援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施

する 男女共同参画 の促進に関する施

策及び民間の団体が 男女共同参画の

促進に関して行う活動との連携を図りつ

つ、当該施策及び当該活動 を支援する

ため、情報の提供その他の必要な措置

を講ずるように努めるものとする。 

 

第三章 男女共同参画審議会 

 （男女共同参画審議会） 

第二十一条 総理府に、男女共同参画

審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、次に掲げる事務をつかさ

どる。 

一 男女共同参画基本計画に関

し、第十三条第三項に規定する

事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内

閣総理大臣又は関係各大臣の諮

問に応じ、 男女共同参画 の促

進に関する基本的かつ総合的な

政策及び重要事項を調査審議す

ること。 

 

し、第十三条第三項に規定する

事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内

閣総理大臣又は関係各大臣の諮

問に応じ、 男女共同参画社会の

形成 の促進に関する基本的か

つ総合的な政策及び重要事項を

調査審議すること。 

３ 審議会は、前項に規定する事項に関

し、内閣総理大臣又は関係各大臣に意

見を述べることができる。 

 （組織） 

第二十二条 審議会は、委員二十五人

以内で組織する。 

２ 男女のいずれか一方の委員の数は、

委員の総数の十分の四未満であっては

ならない。 

 （委員） 

第二十三条 委員は、学識経験のある者

のうちから、内閣総理大臣が任命する。 

２ 委員の任期は、二年とする。ただし、

補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 委員は、非常勤とする。 

 （会長） 



３ 審議会は、前項に規定する事項に関

し、内閣総理大臣又は関係各大臣に意

見を述べることができる。 

 （組織） 

第二十二条 審議会は、委員二十五人

以内で組織する。 

２ 男女のいずれか一方の委員の数は、

委員の総数の十分の四未満であっては

ならない。 

 （委員） 

第二十三条 委員は、学識経験のある

者のうちから、内閣総理大臣が任命す

る。 

２ 委員の任期は、二年とする。ただし、

補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 委員は、非常勤とする。 

 （会長） 

第二十四条 審議会に、会長を置き、委

員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代

表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ

その指名する委員が、その職務を代理

第二十四条 審議会に、会長を置き、委

員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代

表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ

その指名する委員が、その職務を代理

する。 

 （資料の提出その他の協力） 

第二十五条 審議会は、その所掌事務を

遂行するため必要があると認めるとき

は、関係行政機関の長に対して、資料の

提出、意見の開陳、説明その他の必要

な協力を求めることができる。 

２ 審議会は、その所掌事務を遂行する

ため特に必要があると認めるときは、前

項に規定する者以外の者に対しても、必

要な協力を依頼することができる。 

 （政令への委任） 

第二十六条 この章に定めるもののほ

か、審議会に関し必要な事項は、政令で

定める。 

附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行

する。 

 （男女共同参画審議会設置法の廃止） 



する。 

 （資料の提出その他の協力） 

第二十五条 審議会は、その所掌事務を

遂行するため必要があると認めるとき

は、関係行政機関の長に対して、資料の

提出、意見の開陳、説明その他の必要

な協力を求めることができる。 

２ 審議会は、その所掌事務を遂行する

ため特に必要があると認めるときは、前

項に規定する者以外の者に対しても、必

要な協力を依頼することができる。 

 （政令への委任） 

第二十六条 この章に定めるもののほ

か、審議会に関し必要な事項は、政令で

定める。 

附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行

する。 

 （男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法

（平成九年法律第七号）は、廃止する。 

 （経過措置） 

第三条 前条の規定による廃止前の男

女共同参画審議会設置法（以下「旧審議

会設置法」という。）第一条の規定により

第二条 男女共同参画審議会設置法

（平成九年法律第七号）は、廃止する。 

 （経過措置） 

第三条 前条の規定による廃止前の男

女共同参画審議会設置法（以下「旧審議

会設置法」という。）第一条の規定により

置かれた男女共同参画審議会は、第二

十一条第一項の規定により置かれた審

議会となり、同一性をもって存続するもの

とする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設

置法第四条第一項の規定により任命さ

れた男女共同参画審議会の委員である

者は、この法律の施行の日に、第二十 

三条第一項の規定により、審議会の委

員として任命されたものとみなす。この場

合において、その任命されたものとみな

される者の任期は、同条第二項の規定

に かかわらず、同日における旧審議会

設置法第四条第二項の規定により任命

された男女共同参画審議会の委員として

の任期の残任期間と同一の期間とする。

３ この法律の施行の際現に旧審議会設

置法第五条第一項の規定により定めら

れた男女共同参画審議会の会長である

者又は同条第三項の規定により指名さ 

れた委員である者は、それぞれ、この法

律の施行の日に、第二十四条第一項の

規定により審議会の会長として定めら

れ、又は同条第三項の規定により審議

会の会 長の職務を代理する委員として

指名されたものとみなす。 



置かれた男女共同参画審議会は、第二

十一条第一項の規定により置かれた審

議会となり、同一性をもって存続するもの

とする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設

置法第四条第一項の規定により任命さ

れた男女共同参画審議会の委員である

者は、この法律の施行の日に、第二十 

三条第一項の規定により、審議会の委

員として任命されたものとみなす。この場

合において、その任命されたものとみな

される者の任期は、同条第二項の規定

に かかわらず、同日における旧審議会

設置法第四条第二項の規定により任命

された男女共同参画審議会の委員として

の任期の残任期間と同一の期間とする。

３ この法律の施行の際現に旧審議会設

置法第五条第一項の規定により定めら

れた男女共同参画審議会の会長である

者又は同条第三項の規定により指名さ 

れた委員である者は、それぞれ、この法

律の施行の日に、第二十四条第一項の

規定により審議会の会長として定めら

れ、又は同条第三項の規定により審議

会の会 長の職務を代理する委員として

指名されたものとみなす。 

 （総理府設置法の一部改正） 

第四条 総理府設置法（昭和二十四年

法律第百二十七号）の一部を次のように

改正する。 

第四条第四号の次に次の一号を加え

 （総理府設置法の一部改正） 

第四条 総理府設置法（昭和二十四年

法律第百二十七号）の一部を次のように

改正する。 

第四条第四号の次に次の一号を加え

る。 

四の二  男女共同参画社会基

本法 （平成十一年法律第   

号）第十三条第三項の規定に基

づき、同条第一項に規定する男

女共同参画基本計画の案を作成

すること。 

  

  

  

  

     理 由 

 男女の人権が尊重され、かつ、 社会経済情

勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実

現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画

社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的

に推進する ため、男女共同参画社会の形成に

ついて、基本理念を定め、並びに国、地方公共

団体及び国民の責務を明らかにするとともに、

施策の基本となる事項を定める 必要がある。こ

れが、この法律案を提出する理由である。 



る。 

四の二  男女共同参画基本法 

（平成十一年法律第  

   号）第十三条第三項の規定

に基づき、同条第一項に規定す

る男女共同参画基本計画の案を

作成すること。 

  

  

  

     理 由 

 男女の人権が尊重され、かつ、 男女が、社会

的文化的に形成された性差にとらわれず、個人

としてその個性と能力を発揮する機会が十分に

保障される社会を形成するため、男女共同参画

の促進 について、基本理念を定め、並びに国、

地方公共団体及び国民の責務を明らかにする

とともに、施策の基本となる事項を定めることに

より、男女共同参画の促進 に関する施策を総

合的かつ計画的に推進する 必要がある。これ

が、この法律案を提出する理由である。  

 


